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第１章 方針の概要 

【１－１ 方針策定の目的】 

東大阪市では、地域生活の拠点「商業集積地域」の魅力とにぎわいづくりに向けて、平成２２
年２月に東大阪市商業振興ビジョン（以下「ビジョン」という。）が策定されました。このビジ
ョンに基づき、約１０年間にわたり商業振興施策を実施し、市内にある各商業集積地の課題の解
決と地域の活性化を図ってきました。 
 この間、日本経済の状況にも景気の波が押し寄せ、東日本大震災、新型コロナウィルス感染症
拡大など、商業者にとって幾度となく厳しい状況がありました。 
また、ネットショッピングの普及やキャッシュレス決済、シェアリングエコノミーなど消費者

における買い物動向の変化もあり、近年、小売業を取巻く環境が目まぐるしく変わっていく状況
にあります。さらに、商業集積地における商店街の解散や役員の高齢化など、商店街を維持して
いく上での課題も顕在化しています。 
 そこで、今後の本市の商業振興に向けて、現状に見合った課題の設定と事業の方向性を定める
ために、今回、「東大阪市商業活性化方針（以下「本方針」という。）を策定します。 

【１－２ 方針の位置づけ】 

本方針は、令和２年７月に策定された、本市の最上位計画である「東大阪市第３次総合計画」
を上位計画とし、その理念や方針に基づき、概ね５年間を目途にして設定されます。また、商業
集積地の範囲については、引き続きビジョンで設定された範囲とします。 
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■市内商業集積地 

※店舗構成等は令和元年度東大阪市商業実態調査より抜粋 
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第２章 ビジョンの振返り 

【２－１ 東大阪商業振興ビジョン】 

平成２２年に策定されたビジョンは、基本目標を「商業集積地域の魅力と活力の再生」とし、
６つの課題とそれに基づく３つの基本方向により構成されています。 
 ここで掲げられている課題については、現在においても重要な課題となっているものが多い
ですが、各商業集積地域における商業者自身の「がんばり」を基本としながら、地域や商業者同
士の結び付けを推進していく「コーディネート」役が必要とされました。これに伴い、推進コー
ディネート役として「（仮称）東大阪商業振興サポートセンター」の構築が提案されました。 
 近年の社会状況を鑑みる中、「東大阪商業振興サポートセンター」に求められる働きに着目し、
それに相当する施策展開として、商業集積地における個店同士の連携及び活力のある個店をグ
ループ化して支援することを目的とした商業振興コーディネート事業や元気グループコーディ
ネート事業を行った結果、「若江岩田きらりプロジェクト」や、「布施三・四会」のようなグル
ープが生まれ、地域の商業に新たな活性化をもたらしました。 
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【２－２ 東大阪市商業振興部会の振り返り】 

平成 25 年度より東大阪市中小企業振興会議のもとに商業振興検討部会が設置され、ビジョン
に基づき実施されてきた各事業や、商業振興における課題について議論されました。 
 平成 25 年度から 26 年度にかけては、商業集積地と地域や大型小売店がいかに連携していく
かということが議論される中、商業集積を新たな角度で捉え直す視点で、前述の「若江岩田きら
りプロジェクト」が実施されました。そして平成 27 年度から 28 年度にかけては、ビジョンの
前半期における総括と後半期における方向性について議論されました。 
 その結果、地域商業の魅力の再発見には、「第三者の目」が必要であり、他の組織を巻き込み、
実行していく「人づくり」も重要となり、従来までの組織を中心とする支援だけでなく「個店（点）
への支援」、それが自立的にまた面的に波及していく振興策が必要という方向性が示されました。 
これを経て、平成 30 年度から令和元年度にかけては、現行の商業振興ビジョンの振り返りと

次期計画に向けた検討が行われた結果、今後の東大阪市の商業の方向性としては、商店街が消費
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者の意向を見ながら、それぞれに方向性を設定していき、行政は、意欲のある商店街や個店の支
援に特化していく必要があるという結論に至りました。また、エリアの魅力を発掘するために、
「商店街から拡げた考えを持つことや、商業以外の要素を取り込むこと」も重要であることが示
されました。 
 総じて、ビジョンでも各商業集積地における商業者自身の「がんばり」を基本としていたこと
を踏まえて、個々の商店街が目指す方向性を定め、商業集積地の外からの目線を取り入れながら、
自ら商業集積地としての魅力を打ち出していくことが重要であると改めて認識されました。 
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第３章 商業を取巻く現状 

【３－１ 商業に対する環境要因】 

東大阪市の商業の方向性を定める上で、現在の日本全体の商業がどのような状況かを確認す
ることが重要になります。そこで、現在の社会状況において商業に影響を与える３つの要因を下
図に整理しました。まず、人口については日本全国で減少傾向にあり、少子高齢化が進んでいま
す。東大阪市においても人口が50万人を切っており、今後も減少することが見込まれています。 
 次に消費ですが、近年、日本全体の消費は節約指向にあり、特に 30 代以下の若い世代におい
て強い傾向があります。また 3つ目の技術面での要因から生じるものですが、モノの買い方や消
費の仕方が多様化され、ECの発展が象徴するように、インターネット上での買い物が増えてい
ます。この点についてはコロナ禍において顕著となっており、本市が令和２年度に実施した消費
者意識調査では、外出自粛期間中の買い物変化としてインターネットでの購買機会が増えた方
が非常に多かったことが分かりました。さらに、フリマアプリやオークションサイトなど個人間
での取引も増えており、新品にこだわらない消費者も現れています。 
 最後に技術面では、インターネットの発展が言われてから久しくなりますが、近年では、スマ
ートシティやDX（デジタルトランスフォーメーション）といった、ITを活用した生活様式の変
化が進んで行く傾向にあり、今後も商業を取り巻く環境に大きな影響を与えることになりそう
です。 
 こういった要因からも分かるように、全体的な消費量は減る中で、買い物手段が広がる傾向に
あるため、顧客を取り合う競争は今後も激しくなります。 
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【３－２ 小売業を取り巻く現状】 

小売業全体での年間販売額については、ここ数年増加傾向にありますが、2018 年度に経済産
業省が実施した商業動態統計によると、業態としては総合スーパーが最も高く、年間 13 兆円と
なっています。しかしながら、近年は、コンビニやドラッグストアの店舗数が拡大しており、伸
び率が高くなっています。コンビニについては、やや国内での成長に落ち着きが見られますが、
ドラッグストアについては、企業間での統合も積極的に行われていることから、成長を続けてお
り、本市でも出店が相次いでいます。また、地方の百貨店が相次いで閉店するなど、百貨店にお
ける苦境が目立つ中で、ドラッグストアの販売額は年々増加しており、すでに百貨店を上回る状
態となっています。さらに、ユニクロなど、いわゆる製造小売りといわれる企業についても、発
展が大きく、総合スーパーなどでの衣料品の販売額にも影響を与えています。 
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こうした中で、平成 30 年度の経済産業省による電子商取引に関する市場調査では、EC の市
場規模が物販系の分野で 9 兆円を超え、さらに平成 30 年度の情報通信白書では、シェアリング
エコノミーと呼ばれる、物・サービス・場所などを多くの人と共有・交換して利用する仕組みに
よる市場規模が拡大すると予測されています。さらに、フリマアプリなどにより、個人間による
取引が年々増加しているため、実店舗での買い物や、新規でモノを購買するといった機会も減っ
てきていることが分かります。 
このように、本市においても人口減少等に伴い全体的な消費が減る傾向にある中で、いかに市

外からの需要を呼び込んでいくか、また既存の顧客に常連客になっていただき、顧客 1人あたり
の生涯価値を伸ばしていくかについて考える必要があります。 
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また一方で、平成２９年度の東大阪市市政意識調査において、本市に「住み続けたい」理由の
１つとして、「買い物に便利である」があげられ、まちづくりに対する満足度、期待度において
も「買い物しやすいまち」であることが上位に位置付けられています。市民の声にしっかりとお
応えし、今後も本市の魅力としての商業を守っていくことの重要性が改めて認識されるところ
です。 
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【３－３ 市内スーパーマーケット等の現状】 

市内での買い物における主な移動手段が鉄道の時代においては、駅勢圏の商業集積地内に数
多くの商店が立地し、一大商店街を形成していました。しかし、移動手段が車に変わるにつれ、
駐車スペースを確保する大型スーパーが買い物先の中心となりました。最近では、住宅街におけ
る出店も多く見られ、商業集積地＝買い物先という構造から、市内全域に相当数のスーパー等が
存在する形になっています。 
令和２年現在において、市内にはチェーン店を中心として、約８０店のスーパーマーケットと、

約２００店のコンビニエンスストア、約６０店のドラッグストアが立地しており、市内のほとん
どの地域において自宅から通える範囲でスーパー等が立地している状況にあります。この点に
ついては、意識調査で普段の生活で買い物不便だと感じていない市民が７７％となっているこ
とからも窺えます。 
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■市内スーパーマーケット等分布図（令和２年現在） 
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第４章 商業における課題 

【４－１ 商店街及び個店の課題】 

新しい方針を立てるにあたり、現在、本市の商店街や個店にどのような課題があるか整理する
必要があります。このため、平成３０年度に中小企業庁が行った商業実態調査、令和元年度に本
市が行った商業実態調査、また令和２年度に同じく本市が行った消費者意識調査において商店
街または各個店における課題を分析しました。 
 そこで確認できた大きな課題が３つあり、１つが人材に関するものです。これは、商店街組織
もそうですが、各個店においても経営者の高齢化が進み、中には後継者がいない店舗もあります。
また、商店街組織の役員の高齢化が進む中で、新たな役員や新規会員の不足が、組織の停滞を生
んでいるという問題もあります。 
 次に、集客の問題があります。全国でも課題になっていますが、新たな顧客を生み出す核とな
るテナントが不足している、また商店街内の各店舗の老朽化が進み個性が不足することなどか
ら、商業集積地としての商店街への来街者が減少し、空き店舗が増えるという結果になっていま
す。東大阪市内の商店街では全国的な水準と比べても空き店舗は相当数あり、人口減少の問題や、
経営者の高齢化の問題を踏まえて対応を検討していく必要があります。 
３つ目は、消費者の問題です。やはり、消費者あっての商売となりますので、消費者が与える

影響は大きなものになります。消費者が消費増税や先行き不安等の理由により貯蓄に回すお金
が増えれば、経済の循環が起こりにくくなります。また、買い物の選択手段が多様化することは、
今後加速化すると考えられます。その中で、いかに効率的に個店の情報発信をし、また消費者の
動向をマーケティングするかが課題となります。 
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【４－２ 方針における商業集積地の課題】 

ビジョンにおいて設定していた課題は、①集積力低下②組織力低下・担い手不足③個性の不足
④商業集積地別ビジョンの欠如⑤元気な店舗の取込み不足⑥情報発信や集積地間交流の不足の
６点でした。１０年前に設定された課題ですが、今でも課題として残っているものもあります。
商店街組織の人材不足や高齢化、また集客力のある店舗が減ってくることや、年々集積地として
の買い物客も高齢化しており、子育て世帯等、新規での顧客獲得が難しくなっています。また、
テナントの老朽化が空き店舗を生み、商店街の後退化を見せる形となっています。その中で、④
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の課題として、今後ますます各商業集積地として、どういう方向性で集客していくのかというこ
とは非常に大事になってくると考えられます。 
⑤元気な店舗の取込み不足や⑥情報発信や集積地間交流の不足については、これまで実施し

てきた事業により一定の解消が図られたと考えています。 
 方針においては前段で分析した商店街及び個店の課題も考慮しながら、引き続き対応してい
くべき課題は継続させる一方で、新たに商業集積地として生じている課題について設定します。 
 まず、「空き店舗の解消」については、ビジョンが設定される前から懸念されており課題解決
のために空き店舗活用促進事業を実施しています。しかしながら、完全な解消には至っていない
ことから、引き続き課題解決のための施策を検討すべく、方針においての課題に位置付けました。 
 次に「大型店との連携」については、平成２５年度に実施した商業振興検討部会においても議
題として取り上げられ、昨年度実施した商業実態調査の中でも、核テナントとして集客力のある
スーパー等との連携による相乗効果が商店街の発展には必要だと考えられています。過去には、
大型店については、中小小売店の販売に与える影響が大きかったことから、法律により出店の制
限がかけられていたところですが、現在では、商店街にとっては大型資本の集客力は欠かせない
ものとなっており、大型店にとってもエリアとしての集客や売上げをどう伸ばすかについては
課題となっています。 
したがって、１つの商業集積地としての魅力を高めるために、お互いの良さを考慮し、連携し

ていくことを考えていく必要があります。 
 最後に「消費環境の変化」については、モノやサービスの消費の仕方が多様化し、またその変
化のスピードが早い現代においては、いかに消費者の行動を読んで対応していくことが重要に
なってきており、キャッシュレスやＥＣサイトなど、新たな消費環境の変化への対応を課題とし
て明確に打ち出すことにしました。 
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【４－３ 商業集積地に期待されていること】 

令和元年度に実施しました東大阪市市政世論調査や、令和２年度消費者意識調査では、商店街
は一番身近な買い物先としての認識が高くなっています。コロナ禍においては、各商店街で消毒
や３密防止を実施したことで、安心して買い物ができる環境が整っていたことから、市内の一部
の商店街には多くの買い物客が訪れました。普段は市外の専門店や百貨店において買い物をし
ていた方にとっても、非常時に移動が制限される中で、自宅から身近に食料品や日用品を買いに
行ける場所があることが再認識されました。 
その他、商店街でイベントを行うことによる地域のにぎわいづくりへの期待や、街路灯などを

設置することによる防犯としての役割も高いことが分かります。これは「買い物場所」＝「人が
集まる場所」として地域のコミュニティを作る場所としての役割を示しています。 
 また、「買い物場所」としての魅力を発揮するためには、商品の価格や、品揃えが必要となり
ます。これは商店街に限ったことではなく、小売業全般に言えることですが、さらに、買い物場
所として安心して買い物していただくためには、店への入りやすい雰囲気も重要であることが
調査結果からわかります。年代にもよると思いますが、大型店やネット環境になれている若い世
代については、個店のスペースで買い物することに慣れておらず、入りにくいといった印象を持
っていることも考えられます。 
 一方で、令和元年度の商業実態調査で商店街理事長向けに行ったアンケートでは、商店街とし
ての役割について一番高いものが、「治安や防犯への寄与」となっており、「身近な買い物先」
としての役割については順位が低くなっています。この点については、消費者と商店街側で意識
のずれがあるという結果になります。 
また市政世論調査で、消費者が家の近くにほしいお店としては、スーパーよりも飲食店が高く

なっています。この点に関して２０１８年度にホットペッパーグルメ外食総研が行った関西に
おける外食＆中食ランキングでは布施がランクインしており、布施においては外食需要が伸び
ており、かつ地元住民によるシェアが６割を超えています。この結果から、特に飲食店において
は消費が縮小する中で、地元の顧客を逃さず、長く消費してもらうことが重要になってくること
が分かります。 
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第５章 商業集積地の現状分析 

【５－１ 商業集積地の強みと弱み】 

第４章では、商業集積地における課題と消費者から求められているものについて確認しまし
たが、そこから商店街が持っている強み・弱みについて分析を行いました。  
SWOT分析により商業集積地の強み、弱み、機会、脅威を分析したものが下の図になります。 
強みや弱みについては、商業集積地に内在する要因となり、こちらは第４章で述べた内容とな

ります。機会および脅威については、商業集積地に対する外部の要因となり、商店街で直接的に
対処できるものではありません。また、強みや機会はプラスの要素となりますが、弱みや脅威は
マイナスの要素となります。 
機会について見ると、今後、市内の商業集積地にとって顧客獲得の可能性がある機会としては、

ワールドマスターズ関西や、２０２５年開催予定の関西・大阪万博による訪日外国人の増加や、
大型ホテルのオープンにより市外から訪れるビジネスマンの増加が考えられます。また、働き方
改革やコロナ禍によるリモートワーク等、色々な分野における多様化が進むことによる需要の
変化も考えられます。 
次に脅威について見ると、第３章でも述べましたが、やはり人口減少や少子高齢化、これに伴

う人材不足は避けられないものとなります。これにより、消費者がネット販売やシェアリングエ
コノミー等、直接実店舗を通さない形の消費が進むと、実店舗の集まりである商店街にとっては
大きな損失となります。また、大型店や専門店などの大型資本も依然として、中小小売店にとっ
ては脅威と言えます。 
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【５－２ 要因のクロス分析】 

強みを活かし、弱みを補填するために４つの要因についてクロス分析をしたものが次の図に
なります。 

まず、「①機会×強み」ですが、アーケード等買い物するために整備された空間や、イベント
開催による、にぎわいの創出など「人が集まれる場所」としての商店街の強みを活かして市外か
ら商店街に訪れる機会を最大限活用すれば、市外からの消費を獲得するチャンスとなり、外から
の注目を集めることで、改めて地元民から商業集積地の良さを再認識してもらえることも考え
られます。また、駅勢圏を改めて確認し、通勤客に利用してもらうＰＲをすることも可能です。 
次に「②脅威×強み」ですが、人口減少や少子高齢化は、日本全国どこでも起こりえる問題で

す。また地方都市でも、百貨店が相次いで閉店するなど、中心市街地における核テナントが失わ
れている状況です。本市においては毎年各商店街で様々なイベントが行われており、個店同士の
つながりからバルを実施する飲食店もあります。こうしたにぎわいづくりを継続していくこと
で、新たな子育て世帯を呼び込み、消費につなげることも可能となります。また、大型店との連
携はもはや避けられない状況となっており、例えば長野県の松本市では、民間の商業施設が連携
し、またその間にある商店街を巻き込んだ活気的なイベントを開催されています。これは、中心
市街地の活性化のために、民間企業が主導して人を呼び込み、地元の商店街にも人の流れを作る
という、エリアとしての活性化の好例となります。 
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次に「③機会×弱み」ですが、商店街の各店舗は老朽化が進んでいますが、例えば、布施にお
けるＦＣ大阪（サッカークラブショップ）のように、空き店舗に新たな業態が入ってくることで、
商店街と他業種の人材交流が生まれ、商店街の会員の活性化にもつながります。また、創業者の
中には商店街での出店希望はあっても、店舗の空きや貸出し条件、また商店街組織の内情がよく
分からないといった理由により出店を見送る方もいます。そのため、商店街が進んで「開かれた
商店街」を新規出店者にアピールすることで、空き店舗の解消にも繋がっていくと考えられます。
さらに今後開催が控えている様々なイベントや大型ホテルの開設などにより、日常的な顧客と
は異なる、市外から訪れる幅広いターゲットを見据えた商品開発も重要となります。 
最後に「④脅威×弱み」になりますが、人口が減少することで自ずと消費も縮小することは前

述したとおりですが、商店街における各店の消費のほとんどは、長年ご利用いただいている常連
客によるものです。まずは、この常連客が他で消費せずに、そのお店を可能な限りご利用いただ
くことが今後益々大事になってきます。しかしながら、その常連客も、店主と同じく高齢化が進
む中では、やはり新規顧客や市外からの消費を獲得する必要があります。そのためには、実店舗
を中心としながらも、販売方法の多様化を進め、そのバランスにより収益を確保していくことが
考えられます。令和２年に猛威を振るった新型コロナウィルス感染症拡大は、本市の商業者や消
費者にも大きな影響を与えました。そんな中で、いち早くネット販売やキャッシュレス決済を進
めた店舗については、実店舗の売上げが減少する一方で、ネット販売の売上げが伸びることで、
経営のバランスを保たれています。 

【５－３ 分析から得られる視点】 

以上、商業集積地における強み・弱みについて分析しましたが、この強みを最大限活かし、弱
みを補うための基礎となる考え方について触れたいと思います。次の３つの視点は今後の商業
振興施策を進めていく上で念頭にいれておくべき考え方になります。 
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第三者視点 

 地域商業の魅力の再発見には、「第三者の目」が必要になります。これは、従来の商業者の目
線だけでは集積地としての発展が困難になってきている状況を踏まえて、例えば、本市や大阪府
の事業を活用して専門家を商店街に派遣し、新しい取組をするといったことや、市外からの来街
者の動向を調査することも考えられます。さらに、新規創業者や新業態が入ってくるために、ど
ういう環境が必要かを専門家と一緒に考えていくことも重要になります。 

商店街の実践力 

 各商店街においては、役員の高齢化や新規会員の不足により、組織が弱体化しているところも
ありますが、組織がしっかりしている商店街は、その分、様々な活動に取り組んでおり、その結
果もあって新規会員が入ってきています。そのためには、やはり商店街として何が「売り」なの
かをしっかりと定めて、その方向性にしたがってアクションを起こしていくことが必要となり
ます。 

「商店街×〇〇」（連携の在り方） 

 これは、「第三者の目」と重複するところもありますが、基本的に商店街で今後大きく発展し
ていこうとしても、「ヒト・モノ・カネ」の問題は常にあるため、単独でアクションを起こすこ
とは、かなり難しいものがあります。そこで、資本力の大きい大型店舗や、商店街以外で事業展
開を図っている事業者等との連携を模索する必要があります。同じ集積地内に存在する大型店
は、競合相手にもなりますが、そこに人が流れていくことで、集積地としての買い物客が増えま
す。また、布施にあるセカイホテルのように、新しい業態として参入してきた事業者がメディア
に取り上げられることで、集積地として大きなＰＲにもつながる上、そこにビジネスチャンスを
見出した別の事業者が入ってくることで、活性化することも考えられます。 
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第６章 商業活性化方針 

【６－１ 方針内容】 

さて、ここまで商業における課題を各調査結果に基づき整理し、商業集積地における強み・弱
みを分析したうえで、それを活かすための基礎となる考え方について考察してきました。これを
踏まえて、商業活性化方針として３つの基本方針を掲げます。 

商業集積地支援の継続 

これまで実施してきている商業集積地支援は、引き続き実施してまいります。本市の第３次総
合計画おいては、近鉄布施駅からモノレール延伸に伴い設置される予定の瓜生堂駅を含めた一
帯については、主として市民や近隣都市住民の利便に供するエリアとして、にぎわいゾーンに指
定されています。その他、瓢箪山や鴻池など主要駅周辺は地域住民の日常生活を支える地域拠点
として設定されており、商業集積地としての機能が今後も期待されることから、ビジョンの基本
方向であった「地域密着型支援の強化」の取組みや理念を継承し、現在行っている商業集積地へ
の支援事業につきましては、内容の変更を検討しながら継続してまいります。 

個店支援の拡充 

 個店支援については、商業活性化を目指す上での基本単位であることから、今後は拡充させて
いきたいと考えております。これまで商業集積地として機能を維持してきたのは、各個店におい
ての販売力があり、それが１つの地域に連なることで魅力を発揮していたためです。経済情勢に
おける変化、消費の多様化などにより、ますます個店としての販売力が市の経済発展にとっても
重要であると考えていますので、現在実施している事業の他に、デジタル化への支援等課題解決
となる事業を検討してまいります。 

新しい業態との連携 

 商業における課題というのは、現代においては多様化しており、また組織の問題のように従来
から続いているものがあります。これについては、商店街だけのアイデア、また自治体だけのア
イデアや技術のみでは解決できないものがあります。また、生活様式がデジタル化し、その流れ
に乗って事業を拡大する企業も出てきています。そこで、各専門的な知識や技術や革新的なアイ
デアをもった企業等と自治体、または商店街が連携し、新しい技術やアイデアによる課題解決の
方法について検討してまいります。 
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【６－２ 方針に基づく事業】 

 本方針に基づいて実施される事業については、第３次総合計画の各分野における実施計画で
の位置づけを検討してまいります。 

■商業集積地支援の継続
・商業コーディネート事業 
・地域密着型支援事業 
・共同施設設置事業 
・商業集積地魅力アップ事業 など 

■個店支援の拡充 
・空き店舗活用促進事業 
・創業支援等事業 
・ネットワーク型支援事業 
・ＳＮＳを活用した情報発信の支援 など 

■新しい業態との連携 
・ＩＴ技術を活用したサービスを提供する事業者との連携 
・多様な販売形態を提供する事業者との連携 など 




